
社会保障審議会令（平成十二年六月七日政令第二百八十二号） 《抜粋》 

（最終改正：平成二十九年七月七日政令第百八十五号） 

 

（分科会） 

第五条  審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事

務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

名称 所掌事務 

（略） （略） 

年金記録訂正分科会 厚生年金保険法（昭和二十九年法律第

百十五号）、国民年金法（昭和三十四

年法律第百四十一号）第十四条の三第

二項及び第十四条の四第三項並びに厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律（平成十九年

法律第百三十一号）の規定によりその

権限に属させられた事項を処理するこ

と。 

２～６ （略） 

 

（庶務） 

第十条  審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。

ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定め

る課において処理する。 

 一～四 （略） 

五 年金記録訂正分科会 厚生労働省年金局事業管理課 


